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次
の
１
の
地
点
か
ら

和
四
十
八
年
二
月
九
日

位
置

１

第
一
区

下
松
市
大
字
笠
戸
島

土
地
の
地
先
公
有
水
面

２

第
二
区

下
松
市
大
字
笠
戸
島

有
水
面

区
域

１

第
一
区

日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で
の

び
下
松
市
建
設
部
土
木
課
に
お

平
成
二
十
七
年
十
一
月
六

一

埋
立
区
域

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し

業
部
農
林
課
に
備
え
置
い
て
縦

山
口
県
告
示
第
四
百
一
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十

り
公
有
水
面
の
埋
立
て
の
免
許

同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在

周
南
市
大
字
高
瀬
宇
登
り

て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ

水
源
の
涵
養

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

３
の
地
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線

付
け
指
令
港
湾
第
九
九
六
号
で
し

字
大
松
ケ
浦
七
三
六
の
二
か
ら
同

字
江
ノ
浦
七
〇
八
の
九
か
ら
同
字

間
、
山
口
県
土
木
建
築
部
港
湾
課

い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

日

徳
山
下
松

山
口

山
口

、
そ
の
図
面
を
山
口
県
農
林
水
産

覧
に
供
す
る
。
）

年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第

の
出
願
が
あ
っ
た
。

事
項
を
記
載
し
た
書
面
及
び
関
係

場
所

尾
二
二
五
八
・
二
二
五
九
の
一
・

る
。
）

た
目
的

一

、
３
の
地
点
と
４
の
地
点
を
結
ぶ

ゅ
ん
功
認
可
さ
れ
た
埋
立
地
（
以

大
字
字
江
ノ
浦
七
〇
八
の
九
に
至

七
〇
八
の
一
に
至
る
土
地
の
地
先

、
山
口
県
周
南
港
湾
管
理
事
務
所

港
港
湾
管
理
者

県県
知
事

村

岡

嗣

政

部
森
林
整
備
課
及
び
周
南
市
経
済

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

図
書
は
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月

二
二
六
〇
の
一
（
以
上
三
筆
に
つ

昭下 る公 及 産お六 い

告

示



平成 年 月 日 金曜日

二

山 口 （定期）県 報 第 号

２

第
二
区

下
松
市
大
字
笠
戸
島
字
江
ノ

九
一
八
・
九
一
平
方
メ
ー
ト

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区

位
置

１

第
一
区

下
松
市
大
字
笠
戸
島
字
大
松

字
東
繁
昌
七
二
一
、
同
大
字
字

の
二
地
内
並
び
に
同
大
字
字
大

る
土
地
の
地
先
公
有
水
面

５
の
地
点

基
準
点
か
ら
二
三

６
の
地
点

５
の
地
点
か
ら
九

７
の
地
点

６
の
地
点
か
ら
一

８
の
地
点

７
の
地
点
か
ら
三

面
積

１

第
一
区

七
、
五
七
九
・
五
六
平
方
メ

２

第
二
区

お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の

立
地
と
公
有
水
面
と
の
境
界
線

１
の
地
点

下
松
市
大
字
笠
戸

四
・
九
五
〇
秒
東
経

い
う
。
）
か
ら
二
三

２
の
地
点

１
の
地
点
か
ら
九

３
の
地
点

２
の
地
点
か
ら
四

４
の
地
点

３
の
地
点
か
ら
一

「
昭
和
四
十
八
年
埋
立
地
」
と

メ
ー
ト
ル
）
及
び
１
の
地
点
と

三
・
五
二
メ
ー
ト
ル
）
（
以

境
界
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

２

第
二
区

次
の
５
の
地
点
と
６
の
地
点

十
一
月
五
日
付
け
指
令
港
湾
第

の
境
界
線
（

・

・

三
・

浦
七
〇
八
、
七
〇
八
の
一
、
七

ル域ケ
浦
七
三
六
の
一
、
七
三
六
の

江
ノ
浦
七
〇
八
及
び
七
〇
八
の

松
ケ
浦
七
六
五
の
一
か
ら
同
大

一
度
三
〇
分
二
四
秒
八
四
六
・

八
度
〇
四
分
三
六
秒
三
二
・
七

九
八
度
三
八
分
〇
六
秒
三
三
・

一
八
度
五
六
分
〇
四
秒
三
六
・

ー
ト
ル

境
界
線
及
び
５
の
地
点
と
８
の

（

・

・

三
・
六
〇
メ
ー

島
字
笠
戸
島
の
白
浜
山
三
等
三

一
三
一
度
五
一
分
一
九
・
二
七

九
度
二
七
分
四
二
秒
一
、
〇
九

四
度
三
八
分
〇
九
秒
一
三
九
・

度
三
八
分
〇
九
秒
四
九
・
六
四

六
三
度
〇
〇
分
三
二
秒
八
六
・

い
う
。
）
と
公
有
水
面
と
の
境

４
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
二
十
七

下
「
満
潮
位
」
と
い
う
。
）
に

を
結
ん
だ
線
、
６
の
地
点
と
７

一
四
一
九
号
で
し
ゅ
ん
功
認
可

五
〇
メ
ー
ト
ル
）
、
７
の
地
点

〇
八
の
九
及
び
七
〇
八
の
一
一

二
及
び
七
六
五
の
一
、
同
大
字

九
並
び
に
同
大
字
字
船
隠
三
二

字
字
江
ノ
浦
七
〇
八
の
九
に
至

七
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

地
点
を
結
ぶ
昭
和
四
十
八
年
埋

ト
ル
）
に
囲
ま
れ
た
区
域

角
点
（
北
緯
三
三
度
五
七
分
二

〇
秒
）
（
以
下
「
基
準
点
」
と

四
・
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

界
線
（

・

・

三
・
六
〇

年
春
分
の
満
潮
位
（

・

・

お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の

の
地
点
を
結
ぶ
昭
和
三
十
八
年

さ
れ
た
埋
立
地
と
公
有
水
面
と

と
８
の
地
点
を
結
ぶ
満
潮
位
に

面
積

１

第
一
区

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

基
準
点
か

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

基
準
点
か

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

地
内
並
び
に
同
字
七
〇

区
域

１

第
一
区

次
の

の
地
点
か
ら

だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

２

第
二
区

次
の

の
地
点
か
ら

だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

か
ら
二
九
六
度
〇
六
分
一
三
秒
七

か
ら
三
〇
四
度
五
三
分
一
五
秒
一

ら
二
四
一
度
四
五
分
三
〇
秒
七
五

か
ら
一
四
四
度
二
三
分
三
一
秒
一

か
ら
二
〇
五
度
四
三
分
五
八
秒
九

か
ら
二
六
九
度
四
四
分
二
二
秒
一

か
ら
二
〇
四
度
一
九
分
二
六
秒
四

か
ら
二
七
五
度
一
四
分
五
〇
秒
三

か
ら
九
三
度
五
六
分
三
二
秒
三
三

か
ら
一
八
四
度
一
九
分
五
二
秒
一

か
ら
二
八
一
度
五
四
分
一
二
秒
二

か
ら
二
七
五
度
三
九
分
二
一
秒
二

か
ら
三
〇
二
度
二
〇
分
〇
七
秒
二

か
ら
二
九
五
度
一
五
分
一
一
秒
八

か
ら
三
三
七
度
〇
九
分
〇
三
秒
一

か
ら
二
七
六
度
三
八
分
三
一
秒
三

ら
二
五
六
度
五
四
分
二
〇
秒
一
、

か
ら
一
〇
九
度
〇
七
分
三
一
秒
二

か
ら
九
一
度
〇
四
分
二
一
秒
二
二

か
ら
一
八
四
度
二
五
分
二
七
秒
一

か
ら
一
六
二
度
〇
九
分
二
七
秒
五

か
ら
一
八
二
度
五
五
分
五
三
秒
一

か
ら
九
六
度
一
九
分
四
九
秒
四
四

か
ら
一
八
三
度
二
四
分
五
六
秒
三

八
の
九
か
ら
同
字
七
〇
八
の
一
一

の
地
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線

の
地
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線

三
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
八
・
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
・
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
五
・
四
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
・
一
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
九
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
二
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
三
・
三
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
・
三
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
・
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
一
・
九
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
七
六
・
二
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
七
・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
八
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
八
・
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
・
五
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
・
八
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
・
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

に
至
る
土
地
の
地
先
公
有
水
面

及
び

の
地
点
と

の
地
点
を
結

及
び

の
地
点
と

の
地
点
を
結

二

んん
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（
三測
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一二

山 口 県

（
三特

と
お変

書
及

及
び

（定期）報

五

第 号

三四

二
七
）
公
共
測
量
の
実
施

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
十
月
十
四
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

特

代

表

者

の

氏

名

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

宇

二
六
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款

更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の

び
活
動
予
算
書
は
、
平
成
二
十
七

山
口
県
宇
部
県
民
局
に
お
い
て
公

平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日

株
式
会
社
新
笠
戸
ド
ッ
ク

代
表
取
締
役
社
長

檜
垣

幸

出
願
の
年
月
日

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
一
日

公

一
一
九
、
六
〇
五
・
三
〇
平

２

第
二
区

一
一
、
七
八
三
・
二
二
平
方

埋
立
地
の
用
途

輸
送
用
機
械
器
具
製
造
業
用
地

出
願
人

下
松
市
大
字
笠
戸
島
二
九
番
地
一

八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お

山
口
県
知

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

定
非
営
利
活
動
法
人
青
い
芽
会

戸

信
代

部
市
大
字
東
岐
波
四
〇
〇
四
番

定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条

の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
り

変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

年
十
二
月
十
四
ま
で
の
間
、
山

衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

人

告

方
メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

二
〇

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

事

村

岡

嗣

政

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

地
の
二

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

ま
し
た
。

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画

口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課

築
物そ

の
他
知
事
が
必
要
と

東
京
都
千
代
田
区
神
田
錦

大
阪
市
中
央
区
南
本
町
一

四

行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
構

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

延
べ
面
積
が
三
、
〇
〇

シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ
ン
ト
そ
の

お
い
て
は
、
当
該
建
築
物

建
築
基
準
法
施
行
令
第

構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
に

平
成
二
十
七
年
十
一
月
六

一

指
定
構
造
計
算
適
合
性
判

一
般
財
団
法
人
日
本
建
築

二

業
務
区
域

山
口
県
全
域

三

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の

二

作
業
の
地
域

下
関
市
及
び
長
門
市

三

作
業
の
期
間

平
成
二
十
七
年
八
月
二
十

（
三
二
八
）
指
定
構
造
計
算
適

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土

公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

平
成
二
十
七
年
十
一
月
六

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
数
値
地
形
図

認
め
る
も
の

町
一
丁
目
九
番
地

丁
目
七
番
一
五
号

造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務

る
建
築
物
に
係
る
判
定

〇
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築

他
の
相
互
に
応
力
を
伝
え
な
い
構

の
部
分
。
）

八
十
一
条
第
二
項
第
一
号
ロ
の
基

次
の
と
お
り
構
造
計
算
適
合
性
判

日

山
口

定
機
関
の
名
称
及
び
住
所

セ
ン
タ
ー

東
京
都
千
代
田
区
神

業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

九
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三

合
性
判
定
機
関
に
よ
る
構
造
計
算

年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
十
八
条

交
通
省
中
国
地
方
整
備
局
山
口
河

知
が
あ
り
ま
し
た
。

日

山
口

デ
ー
タ
作
成
）

三

物
（
二
以
上
の
部
分
が
エ
キ
ス
パ

造
方
法
の
み
で
接
し
て
い
る
場
合

準
に
よ
る
構
造
計
算
等
を
行
っ
た

定
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
ま
し
た

県
知
事

村

岡

嗣

政

田
錦
町
一
丁
目
九
番
地

十
一
日
ま
で

適
合
性
判
定
の
実
施

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指

川
国
道
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お

県
知
事

村

岡

嗣

政

ンに建 。 定 り

公

告



平

五

成 年 月 日 金曜日

四

山 口 （定期）県 報

三

第 号

五一二

業
務
の
開
始
の
日

沖
縄
県
浦
添
市
牧
港
五
丁
目
六
番

行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
構
造
計
算

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
築

延
べ
面
積
が
三
、
〇
〇
〇
平
方

シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ
ン
ト
そ
の
他
の
相

お
い
て
は
、
当
該
建
築
物
の
部
分

建
築
基
準
法
施
行
令
第
八
十
一

築
物そ

の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る

島
根
県
松
江
市
中
原
町
六
番
地

岡
山
市
北
区
内
山
下
一
丁
目
三
番

広
島
市
中
区
八
丁
堀
一
五
番
六
号

愛
媛
県
松
山
市
三
番
町
七
丁
目
一

佐
賀
市
駅
前
中
央
一
丁
目
九
番
三

長
崎
市
万
才
町
三
番
四
号

宮
崎
市
川
原
町
五
番
一
〇
号

鹿
児
島
市
西
千
石
町
一
一
番
二
一

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を

東
京
都
新
宿
区
新
宿
一
丁
目
八
番

仙
台
市
青
葉
区
本
町
二
丁
目
一
〇

福
島
県
郡
山
市
中
町
一
一
番
五
号

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
二
丁
目

横
浜
市
西
区
北
幸
二
丁
目
三
番
一

長
野
市
南
県
町
一
〇
八
二
番
地

名
古
屋
市
中
区
栄
四
丁
目
一
四
番

業
務
の
開
始
の
日

平
成
二
十
七
年
十
一
月
一
日

指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関

株
式
会
社
建
築
構
造
セ
ン
タ
ー

業
務
区
域

山
口
県
全
域

八
号

適
合
性
判
定
の
業
務

物
に
係
る
判
定

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
（

互
に
応
力
を
伝
え
な
い
構
造
方

。
）

条
第
二
項
第
一
号
ロ
の
基
準
に

も
の

一
九
号

三
番
一
三
号

八
号

号 行
う
事
務
所
の
所
在
地

一
号

番
二
八
号

二
番
三
号

九
号

二
号

の
名
称
及
び
住
所

東
京
都
新
宿
区
新
宿
一
丁
目
八

二
以
上
の
部
分
が
エ
キ
ス
パ
ン

法
の
み
で
接
し
て
い
る
場
合
に

よ
る
構
造
計
算
等
を
行
っ
た
建

番
一
号

建
築
基
準
法
施
行
令
第

山
口
県
全
域

三

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の

東
京
都
千
代
田
区
富
士
見

四

行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
構

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

延
べ
面
積
が
三
、
〇
〇

シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ
ン
ト
そ
の

お
い
て
は
、
当
該
建
築
物

築
物そ

の
他
知
事
が
必
要
と

五

業
務
の
開
始
の
日

平
成
二
十
七
年
十
一
月
一

一

指
定
構
造
計
算
適
合
性
判

一
般
財
団
法
人
ベ
タ
ー
リ

二

業
務
区
域

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
富

名
古
屋
市
中
区
錦
三
丁
目

四

行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
構

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

延
べ
面
積
が
三
、
〇
〇

シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ
ン
ト
そ
の

お
い
て
は
、
当
該
建
築
物

建
築
基
準
法
施
行
令
第

平
成
二
十
七
年
十
一
月
一

一

指
定
構
造
計
算
適
合
性
判

株
式
会
社
東
京
建
築
検
査

二

業
務
区
域

山
口
県
全
域

三

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の

八
十
一
条
第
二
項
第
一
号
ロ
の
基

業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

二
丁
目
七
番
二
号

造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務

る
建
築
物
に
係
る
判
定

〇
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築

他
の
相
互
に
応
力
を
伝
え
な
い
構

の
部
分
。
）

認
め
る
も
の

日定
機
関
の
名
称
及
び
住
所

ビ
ン
グ

東
京
都
千
代
田
区
富
士

沢
町
一
〇
番
一
六
号

七
番
九
号

造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務

る
建
築
物
に
係
る
判
定

〇
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築

他
の
相
互
に
応
力
を
伝
え
な
い
構

の
部
分
。
）

八
十
一
条
第
二
項
第
一
号
ロ
の
基

日定
機
関
の
名
称
及
び
住
所

機
構

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
富

業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

準
に
よ
る
構
造
計
算
等
を
行
っ
た

物
（
二
以
上
の
部
分
が
エ
キ
ス
パ

造
方
法
の
み
で
接
し
て
い
る
場
合

見
二
丁
目
七
番
二
号

物
（
二
以
上
の
部
分
が
エ
キ
ス
パ

造
方
法
の
み
で
接
し
て
い
る
場
合

準
に
よ
る
構
造
計
算
等
を
行
っ
た

沢
町
一
〇
番
一
六
号 四

建 ンに ンに建



平成 年 月 日 金曜日

一二三四

山 口 県

五

（定期）報

二三四

第 号

五一

延
べ
面
積
が
三
、
〇
〇
〇
平
方

シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ
ン
ト
そ
の
他
の
相

指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関

株
式
会
社
グ
ッ
ド
・
ア
イ
ズ
建
築

業
務
区
域

山
口
県
全
域

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を

東
京
都
新
宿
区
百
人
町
二
丁
目
一

行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
構
造
計
算

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
築

シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ
ン
ト
そ
の
他
の
相

お
い
て
は
、
当
該
建
築
物
の
部
分

建
築
基
準
法
施
行
令
第
八
十
一

築
物そ

の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る

業
務
の
開
始
の
日

平
成
二
十
七
年
十
一
月
一
日

日
本
建
築
検
査
協
会
株
式
会
社

業
務
区
域

山
口
県
全
域

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
三
丁
目
一

行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
構
造
計
算

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
築

延
べ
面
積
が
三
、
〇
〇
〇
平
方

築
物そ

の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る

業
務
の
開
始
の
日

平
成
二
十
七
年
十
一
月
一
日

指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
（

互
に
応
力
を
伝
え
な
い
構
造
方

の
名
称
及
び
住
所

検
査
機
構

東
京
都
新
宿
区
百

行
う
事
務
所
の
所
在
地

六
番
一
五
号

適
合
性
判
定
の
業
務

物
に
係
る
判
定

互
に
応
力
を
伝
え
な
い
構
造
方

。
）

条
第
二
項
第
一
号
ロ
の
基
準
に

も
の

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
三
丁
目

行
う
事
務
所
の
所
在
地

三
番
一
一
号

適
合
性
判
定
の
業
務

物
に
係
る
判
定

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
（

も
の

の
名
称
及
び
住
所

二
以
上
の
部
分
が
エ
キ
ス
パ
ン

法
の
み
で
接
し
て
い
る
場
合
に

人
町
二
丁
目
一
六
番
一
五
号

法
の
み
で
接
し
て
い
る
場
合
に

よ
る
構
造
計
算
等
を
行
っ
た
建

一
三
番
一
一
号

二
以
上
の
部
分
が
エ
キ
ス
パ
ン

項
中
「

」
を
「

」
に
改
め

め
、
同
表
山
口
県
立
徳
山
高
等

南
陽
高
等
学
校
の
項
中
「

「

」
を
「

」
に
改
め
、

同
表
山
口
県
立
小
野
田
工
業
高

山
口
県
立
高
等
学
校
等

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

別
表
の
１
の
表
山
口
県
立
岩

県
立
高
森
高
等
学
校
の
項
中
「

教

育

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管

平
成
二
十
七
年
十
一
月
六

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第

お
い
て
は
、
当
該
建
築
物

建
築
基
準
法
施
行
令
第

築
物そ

の
他
知
事
が
必
要
と

五

業
務
の
開
始
の
日

平
成
二
十
七
年
十
一
月
一

、
同
表
山
口
県
立
熊
毛
北
高
等
学

学
校
の
項
中
「

」
を
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
表
山

同
表
山
口
県
立
西
京
高
等
学
校
の

等
学
校
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

理
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二

正
す
る
。

国
高
等
学
校
の
項
中
「

」

」
を
「

」
に
改
め
、
同
表

委

員

会

理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

日
十
五
号

の
部
分
。
）

八
十
一
条
第
二
項
第
一
号
ロ
の
基

認
め
る
も
の

日

五

校
の
項
中
「

」
を
「

」
に

」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立

口
県
立
防
府
西
高
等
学
校
の
項

項
中
「

」
を
「

」
に
改
め

る
。

改
正
す
る
規
則

年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第

を
「

」
に
改
め
、
同
表
山

山
口
県
立
田
布
施
農
工
高
等
学
校

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

山
口
県
教
育
委
員
会

準
に
よ
る
構
造
計
算
等
を
行
っ
た

改新中、 二口の 建

教

育

委

員

会



平

別

成 年 月 日 金曜日

別
に
改

山 口

別

定期）県 報

「の
項

第 号

別
関
南

表
の
２
の
表
山
口
県
立
高
森
み
ど

表
の
１
の
表
山
口
県
立
大
津
緑

め
、
同
表
山
口
県
立
奈
古
高
等
学

表
の
１
の
表
山
口
県
立
下
関
工
業

」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
下
関

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

表
の
１
の
表
山
口
県
立
豊
浦
高
等

高
等
学
校
の
項
中
「

」
を
「

り
中
学
校
の
項
中
「

」
を
「

洋
高
等
学
校
の
項
中
「

」
を

校
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

高
等
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ

中
央
工
業
高
等
学
校
の
項
及
び

学
校
の
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立

」
に
改
め
、
別
表
の
３
の
表

「

」
に
、
「

」
を
「

」

。 う
に
加
え
る
。

山
口
県
立
下
関
工
業
高
等
学
校

」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
下

響
高
等
学
校
の
項
中
「

」
を

山
口
県
立
下
関
中
等
教
育
学
校
の
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

六



平成

第
承
認

る
。

年 月 日 金曜日

る校第
承
認

め
、一二第

山 口 県

第
（
通

第
二第

た
だ第

（
入

第
四

（定期）報

山
山

会
規第

「

第 号

こ山
公
布

七
条
中
「
所
属
学
区
外
高
等
学
校

申
請
書
」
に
改
め
、
「
（
公
立
中

と
認
め
ら
れ
る
者
で
教
育
長
の
承

に
入
学
を
志
願
す
る
こ
と
が
で
き

五
条
中
「
所
属
学
区
外
高
等
学
校

申
請
書
」
に
、
「
次
の
各
号
に

同
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

証
明
書
（
別
記
第
二
号
様
式
）

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、

六
条
の
見
出
し
を
「
（
山
口
県
立

二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

学
区
域
）

条

高
等
学
校
の
通
学
区
域
は
、

三
条
第
一
項
中
「
学
区
（
以
下

し
書
及
び
同
条
第
二
項
か
ら
第
五

四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

学
志
願
の
特
例
）

条

特
別
な
事
情
に
よ
り
他
の
都

口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十

山
口
県
立
高
等
学
校
全
日
制
課

口
県
立
高
等
学
校
全
日
制
課
程
の

則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

一
条
中
「
「
高
等
学
校
」
を
「

（
以
下
「
学
区
」
と
い
う
。
）
」
を

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月

口
県
立
高
等
学
校
全
日
制
課
程
の

す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日

入
学
志
願
承
認
申
請
書
」
を
「

学
校
以
外
の
中
学
校
及
び
県
外

認
を
受
け
た
も
の
は
、
前
条
の

る
。

入
学
志
願
承
認
申
請
書
」
を
「

掲
げ
る
者
の
区
分
に
従
い
、
当
該

。教
育
長
が
必
要
が
あ
る
と
認
め

高
等
学
校
入
学
志
願
の
承
認
）

山
口
県
の
区
域
と
す
る
。

「
所
属
学
区
」
と
い
う
。
）
」
を

項
ま
で
を
削
る
。

道
府
県
か
ら
高
等
学
校
に
入
学 山

六
号程

の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則

通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
（
昭

う
に
改
正
す
る
。

こ
の
条
か
ら
第
四
条
ま
で
に
お
い

削
る
。

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
の
一

山
口
県
立
高
等
学
校
入
学
志
願

の
中
学
校
を
除
く
。
）
」
を
削

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
高
等
学

山
口
県
立
高
等
学
校
入
学
志
願

各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
改

る
書
類

」
に
改
め
る
。

「
通
学
区
域
」
に
改
め
、
同
項

を
志
願
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ

口
県
教
育
委
員
会

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

和
四
十
五
年
山
口
県
教
育
委
員

て
「
高
等
学
校
」
に
改
め
、

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

初
心
者
講
習
会

平
成
二
十
七
年
十
一
月
六

一

講
習
会
の
受
講
対
象
者

初
心
者
講
習
会

法
第
四
条
第
一
項
第
一

経
験
者
講
習
会

法
第
七
条
の
三
第
二
項

二

講
習
会
開
催
の
日
時
及
び

公

安

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法

三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
講

式
を
別
記
第
二
号
様
式
と
す
る

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後

定
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月

十
一
日
に
在
学
し
、
引
き
続

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま

別
記
第
一
号
様
式
（
そ
の
一

「

学
入

ら
か
県
府

道
都
の
他

書
請

申
認

承

を

」
を
「

校

高
立

県
口

山

」
を
「

校
学

等
高
立
県

口
山

別
記
第
二
号
様
式
を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中
「

、
は

者

日号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ

の
規
定
に
よ
る
許
可
の
更
新
を
受

場
所 委

員

会

五
十
二
号

（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
。

習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

。か
ら
施
行
す
る
。

の
山
口
県
立
高
等
学
校
全
日
制
課

一
日
以
後
に
入
学
す
る
者
に
つ
い

き
在
学
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
な

で
を
削
る
。

）
か
ら
同
様
式
（
そ
の
三
）
ま
で

）
合
場

る
す

願
志

」
を
削
り
、

申
認

承
願

志
学

入
校

学
等

書
請

」
に
改
め
、
同
様
式
（
そ
の
四
）

内

」
を
「

山
、

は
者

七

山
口
県
公
安
委
員
会

う
と
す
る
者

け
よ
う
と
す
る
者

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条

程
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
の

て
適
用
し
、
平
成
二
十
八
年
三
月

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

を
削
り
、
同
様
式
（
そ
の
四
）

「

入
校
学

等
高
外

区
学

属
所

願
志

学

」
に
、
「

学
等

高
の

外
区

学
属

所

を
同
様
式
と
す
る
。

外
域

区
の

県
口

」
に
改
め
、
同

の 規三 中様

公

安

委

員

会



平
成
二

平
成
二

平成 年 月 日 金曜日 山 口 （定期）県 報 第 号

十
七
年
十
一
月
六
日
印
刷

十
七
年
十
一
月
六
日
発
行

五
、
一
〇

七
、

五

七
、
二
一

八
、
二
五

九
、
一
五

一
〇
、
二
〇

一
一
、
二
四

一
二
、
二
二

平
成
二
八
、

三
、

八

午
後
一

一
〇
、

六

一
二
、

八

平
成
二
八
、

一
、
二
一

午
後
一

二
、
二
五

三
、
二
四

四
、
二
一

五
、
二
六

六
、
二
三

一
二
、
一
五

経
験
者
講
習
会

開

催

の

日

平
成
二
八
、

四
、

七

午
後
一

六
、

九

八
、

四

開

催

の

日

平
成
二
八
、

二
、
一
四

午
前
九

四
、
一
四

六
、
一
二

八
、
一
八

一
〇
、

九

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

山
口
県
山
陽

山
口
県
警
察

時 時

時

開

時

山
口
県
岩
国

時

開

時
三
〇
分

山
口
県
警
察

庁事
小
野
田
警
察
署
厚
狭
幹
部
交
番

本
部

催

の

場

所

警
察
署
岩
国
西
幹
部
交
番

催

の

場

所

本
部

あ
ら
ゆ
る
形
の
争
議
行
為

労
働
条
件
の
改
善
の
要

増
員
の
要
求
に
関
す
る

二

日
時

平
成
二
十
七
年
十
一
月
九

三

場
所

総
合
病
院
山
口
赤
十
字
病

す
る
全
職
場

四

概
要

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二

口
赤
十
字
病
院
労
働
組
合
か
ら

平
成
二
十
七
年
十
一
月
六

一

事
件年

末
一
時
金
の
要
求
に

諸
手
当
の
改
善
の
要
求

九
、

六

一
一
、

八

雑

争
議
行
為
の
通
知

を
実
施
す
る
。

求
に
関
す
る
件

件日
以
降
本
問
題
の
解
決
に
至
る
ま

院
に
お
い
て
山
口
赤
十
字
病
院
労

十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
三

、
次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う

日

山
口

関
す
る
件

に
関
す
る
件

報

で
の
期
間

働
組
合
に
所
属
す
る
組
合
員
が
従

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

旨
の
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

県
知
事

村

岡

嗣

政

八

事 山

雑

報


